
令和６年度　（令和7年3月31日現在）　貸　借　対　照　表

 (単位：百万円)

金 額 金 額

     （資 産 の 部）

18,819 189,543

預 貯 金 18,819 支 払 備 金 26,533

28,000 責 任 準 備 金 163,009

171,478 4,581

国 債 21,896 共 同 保 険 借 13

地 方 債 946 再 保 険 借 1,812

社 債 60,584 外 国 再 保 険 借 361

株 式 41,185 未 払 法 人 税 等 878

外 国 証 券 17,741 預 り 金 24

そ の 他 の 証 券 29,123 未 払 金 347

0 仮 受 金 1,086

保 険 約 款 貸 付 0 資 産 除 去 債 務 56

122 2,480

土 地 12 31

建 物 20 587

その他の有形固定資産 89 5,169

8,180

ソ フ ト ウ ェ ア 8,134

その他の無形固定資産 45

9,997

未 収 保 険 料 202

代 理 店 貸 4,245 16,808

共 同 保 険 貸 10 2,814

再 保 険 貸 506 資 本 準 備 金 2,814

外 国 再 保 険 貸 110 7,567

未 収 金 2,409 利 益 準 備 金 965

未 収 収 益 853 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,601

預 託 金 138 繰 越 利 益 剰 余 金 ( 6,601 )

仮 払 金 1,518 △ 195

15,509 26,994

△ 33 22,685

22,685

資 産 の 部 合 計 252,074 負債及び純資産の部合計 252,074

202,394

49,679

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

繰 延 税 金 資 産 株 主 資 本 合 計

貸 倒 引 当 金 その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

そ の 他 資 産
（純 資 産 の 部）

有 価 証 券 そ の 他 負 債

貸 付 金

有 形 固 定 資 産 退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

賞 与 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

無 形 固 定 資 産

負 債 の 部 合 計

コ ー ル ロ ー ン

科　　       　　目 科　   　　　目

（負 債 の 部）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金



  1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
     (1)有価証券の評価基準および評価方法

① 満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法により行っております。
　 　 ② その他有価証券(市場価格のない株式等を除く。)の評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法

   により行っております。
   なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づい
   ております。
③ その他有価証券のうち市場価格のない株式等の評価は、移動平均法に基づく原価法により行って

おります。

　　 (2)デリバティブ取引の評価基準および評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

　　 (3)有形固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物

      　（建物附属設備を除く）および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、
　　　　定額法によっております。

　　 (4)無形固定資産の減価償却の方法
     　 　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によってお
        ります。

     (5)外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
     　 　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

     (6)貸倒引当金の計上方法
　貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生してい

 　　　 る債務者に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額 
      　から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き
 　　　 当てております。
 　     　今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の
     　 処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
     　 　能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。上記以外の債権については、過去
        の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当てております。

　また､全ての債権は資産の自己査定基準に基づき､各所轄部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
       した総合企画部が査定結果を監査しており､ その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

     (7)退職給付引当金の計上方法
        　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に

基づいて、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

　　　　は、給付算定式基準によっております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法に

        より費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年～13年）によ

　　　  る定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

     (8)賞与引当金の計上方法
        　賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しており

ます。

     (9)役員退職慰労引当金の計上方法
        　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労引当金規程に基づく期末要支給額を計上してお
    　  ります。



     (10)価格変動準備金の計上方法
        　価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上して
    　  おります。

 　　(11)消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用

　　    は税込方式によっております。
　なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産（仮払金）に計上し、5年間で均等償却を行っておりま
す。

 　　(12)保険契約に関する会計処理
　保険料、責任準備金および支払備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法令等の定

　　    めによっております。

  追加情報
 　　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年
 　　4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、2026年
 　　4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、
 　　法定実効税率が27.9％から28.8％に変更となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金
 　　負債の金額を控除した金額）は309百万円、責任準備金は57百万円それぞれ増加し、税引前当期純利益は57百万円
 　　減少し、当期純利益は527百万円増加しております。また、その他有価証券評価差額金は275百万円減少しておりま
 　　す。

  2.重要な会計上の見積り
　　　支払備金
　　　(1)当年度の計算書類に計上した金額
　　　　　当年度の貸借対照表の「支払備金」に26,533百万円計上しております。
　　　(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　保険業法第117条の規定に基づき、保険契約に基づいて支払義務が発生した又は発生したと認められる保険
金等のうち、まだ支払っていない金額を見積もり、支払備金として積み立てております。

　　　　①算出方法
　　支払事由の発生の報告があった保険契約については、支払事由の報告内容、保険契約の内容及び損害調査
　内容等に基づき個別に支払見込額を見積もっております。
　　まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認められるも
　の（以下、「既発生未報告支払備金」という。）については、過去の支払い実績等を勘案して算出した最終
　損害額の見積りに基づき計上しております。

　　　　②翌年度の計算書類に与える影響
　　損害調査の進展、裁判等の結果や為替相場の変動などにより、保険金等の支払額や支払備金の計上額が当
　初の見積りから変動する可能性があります。
　　なお、既発生未報告支払備金は、過去の実績等を勘案し、適正な保険数理の手法に基づき積み立てており
　ますが、未報告であることに起因する不確実性を有しております。



  3.金融商品の状況に関する事項
　　　(1)金融商品に対する取組方針
　　　　　当社は、保険引受により保険契約者から収入した保険料を将来の保険金支払原資として安全確実に保管・運
　　　　用することを目的として金融商品を利用した資産運用を行っております。当社が投資を行っている金融商品は、
　　　　金利変動等の市場リスクを負っているため、当該リスクによる不利な影響が生じないように、資産および負債
　　　　の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。

　　　(2)金融商品の内容およびそのリスク
　　　　　当社が保有する主な金融資産は、有価証券であります。有価証券は、具体的には、株式、債券、投資信託、
　　　　組合出資金等であり、将来の保険金支払いを安全確実に行う目的で換金性の高い資産を保有しております。
　　　　これらは、有価証券の発行体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されており
　　　　ます。

　　　(3)金融商品に係るリスク管理体制
　　　　　当社は、リスク管理委員会において諮問され、取締役会で決定された方針に基づき、財務部が金融商品取引
　　　　の実務を行っております。
　　　　　また、総合企画部において資産運用リスクについて総合的にモニタリングしており、定期的にリスク管理委
　　　 員会および取締役会へ報告しております。

① 信用リスクの管理

　　　　　　 　当社は、有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行い、信用状況に
　　　　　 応じた保有限度を設定し、残高管理をしております。
　　　　　 　また、総合企画部において、信用リスクの状況についてモニタリングし、その状況を定期的にリスク管理
　　　　　 委員会および取締役会へ報告しております。

② 市場リスクの管理
　　  　 　当社は市場リスクの状況について、総合企画部において定期的に把握し、社内規程に定める運用基準に適
　　  　　 合しない状況が生じた場合には、速やかにリスク管理委員会へ報告することとしております。
　　　 (a)金利リスクの管理
　　      　 　当社は、金利リスクに関しては、有価証券の残高・含み損益の状況把握に加え、保有債券の金利感応
　　    　　 度分析等により、リスクの把握、管理を行い、定期的にリスク管理委員会および取締役会へ報告してお
　　      　 ります。
　　　   (b)為替リスクの管理
　　      　 　当社は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理し、その評価損益の状況を定期的にＡＬ
　　      　 Ｍ小委員会へ報告しております。
　　　 (c)価格変動リスクの管理
　　      　 　当社は、価格変動リスクに関して、時価の変動を管理しており、定期的にＡＬＭ小委員会へ報告して
　　      　 おります。
　　　　③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社は、資金繰りの状況について、十分な流動性を確保・維持するため、預金および国内債券を始めと
する流動性の高い有価証券を十分に保有しており、その状況を定期的にリスク管理委員会および取締役会へ
報告しております。

　　　(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　　　　 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
　　　　   より、当該価額が異なることもあります。



  4.金融商品の時価等に関する事項
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注2)参照のこと）。

　　　(*1) 預貯金、コールローンおよび貸付金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額
と近似するものであることから、記載を省略しております。

（注1） 有価証券に関する事項

　資産

　　　 保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、以下のとおりであります。
　　 ① 売買目的有価証券はありません。

　　 ② 満期保有目的の債券について、当事業年度中に売却したものはありません。また、満期

　　 　    保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につ

　　　    いては次のとおりであります。

　　 ③ その他有価証券の当事業年度中の売却額は32百万円であり、売却益の合計額は18百万
　　　 　円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、
　　　 　貸借対照表計上額およびこれらの差額については次のとおりであります。

　　　 

　　  　上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度中において、
　　　    その他有価証券（市場価格のない株式等を除く）について53百万円の減損処理を行っております。
　　　    なお、時価の簿価に対する下落率が30％以上の銘柄はすべて減損処理を行っております。
　　 　 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 有価証券

満期保有目的の債券 10,463 10,347 △ 116

その他有価証券 158,933 158,933 -

169,396 169,280 △ 116資産計

（単位：百万円）

公社債 9,200 9,129 70

貸借対照表計上額が 株式 39,012 15,271 23,740

取得原価を超えるもの 外国証券 17,741 15,241 2,500

その他 19,705 12,541 7,164

小計 85,659 52,183 33,475

公社債 63,764 65,534 △ 1,769

貸借対照表計上額が 株式 741 816 △ 75

取得原価を超えないもの 外国証券 - - -

その他 8,768 9,171 △ 403

小計 73,274 75,523 △ 2,248

158,933 127,707 31,226合計

種類
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

（単位：百万円）

公社債 - - -

小計 - - -

公社債 10,463 10,347 △ 116

小計 10,463 10,347 △ 116

10,463 10,347 △ 116

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

合計

種類
貸借対照表

計上額
時価 差額



　デリバティブ取引
　　決算日におけるデリバティブ取引の該当事項はありません。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、(1) 有価証券には含めておりません。

　　　(*1)非上場株式等については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

　　　(*2) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第27条に基づき、時価開示の
　 対象とはしておりません。

（注3）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

(1) 非上場株式等（＊1） 1,431

(2) 組合出資金（＊2） 649

2,081

区分 貸借対照表計上額

合計

（単位：百万円）

１年以内 １年超 5年超 10年超

5年以内 10年以内

有価証券

　満期保有目的の債券

　　国債 － － 8,700 1,300

　その他有価証券のうち

　満期があるもの

　　国債 2,000 1,000 8,750 －

　　地方債 － 500 500 －

　　社債 3,700 37,700 3,100 1,700

　　外国証券 1,236 11,709 5,636 －

6,936 50,909 26,686 3,000合計



　　5.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

　　　算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に

　　　係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

　　(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

　　(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注1） 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

　有価証券
　　 有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。

主に国債、上場株式がこれに含まれております。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない
場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれております。時価の算定に
あたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券

　その他有価証券

　　国債 11,433 － － 11,433

　　地方債 － 946 － 946

　　社債 － 60,584 － 60,584

　　株式 39,753 － － 39,753

　　外国証券 17,741 － － 17,741

　　その他の証券 28,473 － － 28,473

97,402 61,531 － 158,933

区分
時価

合計

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券

　満期保有目的の債券

　　国債 10,347 － － 10,347

10,347 － 0 10,347

区分
時価

合計



  6. 保険業法に基づく債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権
　　 並びに貸付条件緩和債権の額並びにこれらの合計額は以下のとおりであります。
    　(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権額に該当するものはありません。
     　  　なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続
         開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
         であります。
　　　(2)危険債権額に該当するものはありません。
         　なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が
　　　 　悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産

更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
　　　(3)三月以上延滞債権額に該当するものはありません。
        　なお、三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して
　　　　いる貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　　　(4)貸付条件緩和債権額に該当するものはありません。
        　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しない
ものであります。

　　　(5)破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、危険債権額、三月以上延滞債権額並びに貸付条件緩和
        債権額の合計額に該当するものはありません。

　7. 有形固定資産の減価償却累計額は367百万円、圧縮記帳額は14百万円であります。

　8. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務のうち、親会社に対する金銭債権総額は11百万円、金銭債務
     総額は25百万円であります。

　9. 繰延税金資産の総額は24,755百万円、繰延税金負債の総額は8,541百万円であります。
     　また、繰延税金資産から評価性引当金として控除した金額は704百万円であります。繰延税金資産の発
     生の主な原因別の内訳は、責任準備金18,721百万円、支払備金2,479百万円、価格変動準備金1,491百万円、
     退職給付引当金714百万円および有価証券評価損659百万円であります。繰延税金負債は、その他有価証券
     にかかる評価差額金8,541百万円であります。

　10. 親会社株式および関係会社株式は保有しておりません。

　11. 退職給付に関する事項は次のとおりであります。
　　　(1)採用している退職給付制度の概要
　　　 　当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度および確定拠出制度を採用しております。
　　　 　退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。

　　　(2)確定給付制度
①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 2,452 百万円

 勤務費用 146 百万円

 利息費用 23 百万円

 数理計算上の差異の発生額 △ 94 百万円

 退職給付の支払額 △ 219 百万円

　退職給付債務の期末残高 2,308 百万円

②退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 2,308 百万円

未積立退職給付債務 2,308 百万円

未認識過去勤務費用 △ 9 百万円

未認識数理計算上の差異 182 百万円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,480 百万円

退職給付引当金 2,480 百万円

③退職給付債務の計算基礎
退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準

割引率 1.64%

数理計算上の差異の処理年数 11年～13年

未認識過去勤務費用 14年



  12.支払備金・責任準備金に関する事項は次のとおりであります。
　　　(1)支払備金の内訳
     　　支払備金(出再支払備金控除前、(ロ)に掲げる保険を除く)          7,892 百万円支払備金(出再支払備金控除前、(ロ)に掲げる保険を除く)          7,892 百万円26,863 百万円

同上にかかる出再支払備金 946 百万円

  差引（イ） 25,917 百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ） 616 百万円

  計（イ+ロ） 26,533 百万円

　　　(2)責任準備金の内訳
普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 94,342 百万円

同上にかかる出再責任準備金 898 百万円

  差引（イ） 93,443 百万円
その他の責任準備金（ロ） 69,565 百万円

  計（イ+ロ） 163,009 百万円

  13.１株当たりの純資産額は、308円87銭であります。
　　　　１株当たりの純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

普通株式に係る純資産額 49,679 百万円
普通株式の期末発行済株式数から自己株式数を控除した株式数 160,842 千株

  14.金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。



   　 （単位：百万円）

金 額

 経　　　常　　　収　　　益 60,608

57,719
正 味 収 入 保 険 料 57,428
収 入 積 立 保 険 料 △ 52
積 立 保 険 料 等 運 用 益 343

2,881
利 息 及 び 配 当 金 収 入 3,205
有 価 証 券 売 却 益 18
為 替 差 益 1
積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替 △ 343

6
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0
そ の 他 の 経 常 収 益 5

経　　　常　　　費　　　用 56,677

45,508
正 味 支 払 保 険 金 28,581
損 害 調 査 費 3,621
諸 手 数 料 及 び 集 金 費 9,119
満 期 返 戻 金 2,402
支 払 備 金 繰 入 額 1,180
責 任 準 備 金 繰 入 額 584
為 替 差 損 3
そ の 他 保 険 引 受 費 用 15

64
有 価 証 券 評 価 損 53
そ の 他 運 用 費 用 10

11,088

17
そ の 他 の 経 常 費 用 17

3,930

－

389

固 定 資 産 処 分 損 32

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 356

3,540
2,380

△ 2,080
299

3,241

経 常 利 益

令和６年度　　　　　　　　　　　　　　損益計算書

科　　　　　　　　　　　　　目

保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

当 期 純 利 益

 特　　　別　　　利　　　益

 特　　　別　　　損　　　失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 及 び 住 民 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計

令和 6年4月 1日から

令和 7年3月31日まで



1.関係会社に対する取引高のうち、親会社に対する収入総額は2,695百万円、費用総額は719百万円であります。

2.正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。
収入保険料 72,168 百万円
支払再保険料 14,739 百万円
       差引 57,428 百万円

3.正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。
支払保険金 32,580 百万円
回収再保険金 3,998 百万円
       差引 28,581 百万円

4.諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。
支払諸手数料及び集金費 10,798 百万円 
出再保険手数料 1,679 百万円 
       差引 9,119 百万円 

5.支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 862 百万円
同上にかかる出再支払備金繰入額 △ 323 百万円
       差引（イ） 1,186 百万円

△ 6 百万円
       計（イ+ロ） 1,180 百万円

6.責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △ 471 百万円
同上にかかる出再責任準備金繰入額 194 百万円
       差引（イ） △ 665 百万円
その他の責任準備金繰入額（ロ） 1,250 百万円
       計（イ+ロ） 584 百万円

7.利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。
預貯金利息 11 百万円
コールローン利息 36 百万円
有価証券利息･配当金 3,156 百万円
貸付金利息 0 百万円
その他利息･配当金 0 百万円
　　　　 計 3,205 百万円

8.損害調査費並びに営業費及び一般管理費として計上した退職給付費用は230百万円であり、その内訳は
　次のとおりであります。

勤務費用 146 百万円
利息費用 23 百万円

21 百万円
1 百万円

38 百万円
　　　　 計 230 百万円

9.当期における法定実効税率は27.9％、税効果会計適用後の法人税等の負担率は8.5％であり、その差異の
　主要な内訳は、税率変更による期末繰延税金資産の増額修正△16.1％、受取配当金の益金不算入△4.6％、
　住民税均等割1.6%、賃上げ促進税制による税額控除の△1.2%であります。

10.１株当たりの当期純利益は20円15銭であります。
　 　算定上の基礎である当期純利益は3,241百万円、普通株主に帰属しないものは該当がなく、普通株式に
　 係る当期純利益は3,241百万円、普通株式の期中平均株式数は160,843千株であります。

地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ）

数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務費用の費用処理額
確定拠出年金への掛金拠出額

  



11.関連当事者との取引

 (1)親会社

（注）1. セコム株式会社は、東京証券取引所（プライム市場）に上場しております。

 (2)親会社の子会社

12.金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

      2. 当社は、代理店委託契約書に基づきセコム株式会社に保険販売を委託しており、当期の取引金
　　　　 額に記載をしております。なお、当社は同社から保険契約を引き受けておりますが、普通保険
         約款に従った保険契約であり、一般の取引条件と同様であることが明らかであるため、記載を
  　　　 省略しております。

      3. 経営上の重要な契約等

  　　　 セコム株式会社との間で、セコム株式会社が、当社の純資産額が一定水準を下回った場合、ま
　　　　 たは債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に、当社に対して資金を提供すること等を
　　　　 約した純資産維持に関する契約を締結しております。
　　　   なお、本契約はセコム株式会社が当社の債務支払いに関して保証を行うものではありません。

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等に関しましては一般取引条件と同様に決定しております。

　    2. 当社は、上記関連当事者の議決権を所有しておりません。

資 本 金 事 業 の 議 決 権 等

会 社 等 住 所 又 は 内 容 又 の 所 有 取 引 の 取引金額 科 目 期 末 残 高

の 名 称 出 資 金 は 職 業 (被所有)割合 役員の 事業上 内 容 (百万円) ( 百 万 円 )

(百万円) 兼任等 の関係

出向者

セコム 東京都 直接 給与等

株式会社 渋谷区 98.0% 代理店

手数料等
394

未払金
等

25

預託金

等
11325

関係内容

66,427 警備請負業 役員1名 支配株主

資 本 金 事 業 の

会 社 等 住 所 又 は 内 容 又 取 引 の 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

の 名 称 出 資 金 は 職 業 内 容 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 )

(百万円)

東京都
渋谷区

－
システムの

運営・保守等
1,647

システムの

開発及び取得
4,015

－
セコムトラストシ

ステムズ

株式会社

1,468

(セコム㈱

　全額出資）

情報通信事業

等

  


